
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

東京湾における下水道事業の変遷と取り組み

令和6年10月25日

国土交通省大臣官房参事官（上下水道技術）付

流域計画調整官 嶋崎明寛

１．下水道行政 これまでの流れ
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人口が密集した中心部は
「下水道」で整備

農村部の集落は
「農業集落排水施設」で整備

人家のまばらな周辺部は
「合併処理浄化槽」で整
備

農林水産省が支援

環境省が支援

国土交通省が支援
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 明治１０年 コレラの流行

 明治１７年 神田下水

 明治３３年 旧下水道法制定

 大正11年 日本初の下水処理場が運転開始

戦前に下水処理場を有していた都市 → ６都市

東京、名古屋、豊橋、岐阜、京都、大阪

東京都三河島汚水処理場
（我が国最初の下水処理場：大正11年）
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２．公共用水域の水質保全の取組

田畑

山林

都市

家庭工場

畜産

公共用水域

降雨

○公共用水域の水質には下水道以外にも多くの要因が関係している

○このうち、主に家庭から排出される負荷量を削減するのが下水道の役割
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【普及率の推移】

汚水処理人口普及率（％）＝汚水処理人口（下水道、集落排水、浄化槽等）/総人口
下水処理人口普及率（％）＝下水処理人口／総人口
高度処理人口普及率（％）＝高度処理人口／総人口

【主な都道府県の高度処理計画人口と高度処理実施率】

※高度処理計画人口100万人以上の都道府県を図示
※高度処理実施率＝高度処理導入済みの区域内人口

／高度処理を導入すべき処理場の区域内人口

高度処理とは、流域別下水道整備総合計画等に基づき、有機
物（BOD、COD）や栄養塩類（窒素、燐）を標準活性汚泥
法よりも高度に除去する処理
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【環境基準達成率の推移（BOD又はCOD）】

出典:令和３年度公共用水域水質測定結果 令和５年１月 環境省 水・大気環境局 【環境基準達成率の推移（全窒素及び全燐）】
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一 下水道の整備に関する基本方針
二 下水道により下水を排除，処理すべき区域
三 下水道の根幹的施設の配置，構造および

能力
四 下水道の整備事業の実施の順位
五 下水道の終末処理場から放流される下水
の窒素又は燐の削減目標量及び削減方法
(全窒素又は全燐の水質環境基準が定めら
れた水域のみ）

【流域別下水道整備総合計画に定める事項】

【流域別下水道整備総合計画 概念図】

予定処理区（下水道に
より下水を排除し、及び
処理すべき区域）

・BOD（生物学的酸素要求量）

・COD（化学的酸素要求量）

・T-N（全窒素）、T-P（全リン）
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147計画策定済・変更済

40計画うち変更中

4計画策定中

151計画全国計

81計画NP基準が定められた閉鎖性水域にかかる流総計画

79計画うち策定済みの計画

策定中

変更中

策定済・変更済

TP-TN対象流域

【流域別下水道整備総合計画の策定状況】

■窒素除去法 ■有機物除去【標準活性汚泥法】
・アンモニア性窒素が、好気状態で硝化菌により硝酸
態窒素に硝化され、無酸素状態で脱窒菌により脱窒
（還元） される生物反応を利用

・好気→無酸素槽へ循環させることで窒素除去が可能

・嫌気状態ではリン酸を放出するものの、好気状態で
放出した以上にリン酸を過剰摂取する脱リン菌の生
物反応を利用

・嫌気→好気槽を通すことでリン除去が可能

■りん除去法

■窒素・りん同時除去法
最初

沈殿池

NO3
-

PO4
3-

脱リン菌

PO4
3-

N2

N2 窒素ガス

脱窒菌

PO4
3-P

脱リン菌

P

O2

NH4
+

NO3
-

硝化菌

最終
沈殿池

無酸素槽嫌気槽 好気槽

O2

返送汚泥

■高度処理【嫌気無酸素好気法（Ａ２Ｏ法】

■その他

・上記プロセスの組み合わせ

・ろ過法、活性炭吸着法、オゾン酸化法、膜処理 等
-21-



○ 下水の排除方式には、合流式と分流式の2つの方法がある。

○ 早くから下水道事業に取り組んできた都市においては合流式が多い。

合流式：汚水と雨水を同じ下水道管で流す方法 分流式：汚水と雨水を別々の下水道管で流す方法

雨天時に未処理の下水が放流さ
れ、河川や海などの水質汚濁や
悪臭が発生

お台場に漂着したオイルボール
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３．東京湾における取組
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【東京湾流域】

東京湾再生推進会議
東京湾再生

官民連携フォーラム

陸域対策分科会 海域対策分科会 モニタリング分科会

陸域における東京湾流域の汚濁負
荷削減等の対策に関すること。

干潟・浅場等の保全・再生及び汚
泥の除去等による東京湾の海域浄
化対策等、海域における環境の改
善に関すること。

東京湾の海域等の環境モニタリン
グ及び分析に関すること。

主査

主査 環境省水・大気環境局

水管理・国土保全局 主査 海洋環境課

下水道部流域管理官 港湾局海洋・環境課⾧ 海域環境管理室⾧

・東京湾再生に係る課題や科学的知
見、再生のための取り組み、ノウハ
ウを共有し、改善方策を検討。
・東京湾の魅力を発掘・創出・発信
する取り組みに参画・協働。
・多様な主体の交流の場を提供し、
ネットワークを構築する。
・「東京湾再生のための行動計画
（第二期）」に基づく取り組みや東
京湾再生に向けて検討又は実施すべ
き事項等を東京湾再生推進会議へ提
案。

連絡会議

連携

推進会議へ提案

【東京湾再生推進会議の取組体制】
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高度処理による窒素、りんの削減

雨水浸透施設の設置

自然再生

河川の浚渫

清掃活動

【陸域対策分科会の実施施策（一例）】
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出典:水質総量削減に係る発生負荷量等算定調査業務報告書 環境省 水・大気環境局

【東京湾流域人口の推移】
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【合流式下水道改善率（東京湾流域）】
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削減目標料と実績値の比較 （t/日）

R3年度

排出汚濁負荷量

①

R6年度

削減目標量

②

差

②-①
達成状況

COD 148 150 2 達成

T-N 160 159 -1

T-P 12.0 11.8 -0.2
削減目標量:第９次総量削減基本方針
（資料:環境省HP 水質総量削減）

【東京湾汚濁負荷量の推移（COD）】 【東京湾汚濁負荷量の推移（T-N）】 【東京湾汚濁負荷量の推移（T-P）】
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出典:「水質総量削減に係る発生負荷量等算定調査業務報告書（環境省）」データより作成
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出典：東京湾水質調査報告書（東京湾岸自治体環境保全会議）

東京湾における青潮の発生状況

東京湾の赤潮

東京湾の青潮

東京湾における赤潮の発生状況

近年においても、年間30回前後発生

近年においても、 年3回程度発生

４．流域総合水管理
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水管理を巡る状況と流域総合水管理

○現代及び将来世代の安全と安心を確保するために対応すべき
課題は極めて多く、かつ、複雑化。

○水に関わる様々なニーズの変化や気候変動に伴う洪水・渇水リ
スクの増大に対応するとともに健全な水循環の維持・回復する
ために「流域総合水管理」に政策展開。

人口減少や産業構造
の変化

水災害の激甚化・頻発化
渇水リスクの増大

気候変動
（2050年カーボンニュートラル）

○
○

流域総合水管理の取組を
全国109の一級水系において、
各水系の特性を踏まえつつ

順次展開

流域総合水管理の範囲

治水・利水・環境間の「相乗効果の発現」
「利益相反の調整」により取組効果を最大化

治水に加え利水・環境の取組についても
流域全体であらゆる関係者が協働する取組に発展

利水×環境

治水×環境治水×利水
治水と環境で整備時の配慮事項が
異なる中での効果最大化 等

治水と利水（発電）で望ましいダムの
水位が異なる中での効果最大化 等

・安定的に水を供給する
・貴重な水資源を有効活用する
・国産でクリーンな電力を増やす

水の恵みの最大化

(背景)
2050年 CN実現
気候変動（渇水）
産業構造の変換
人口減少 等

水でつながる豊かな環境の
最大化

・自然環境を守る・創る
・人も自然もつなぐ
・豊かな水環境を創る

(背景)
2030年NP実現
気候変動（渇水）

利水と環境で望ましい流況
が異なる中での
効果最大化 等

流域治水

・氾濫を減らす
・対象を減らす
・早く復旧する

水利用 流域環境

流域全体、あらゆる関係者で、 流域全体、あらゆる関係者で、

流域総合水管理
○治水・利水・環境間の「相乗効果の

発現」と 「利益相反の調整」を図る
○利水・環境についても流域全体で

あらゆる関係者と協働して取り組む

水災害による被害の最小化

流域全体、あらゆる関係者で、

(背景)
気候変動（洪水・高潮等）
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ポンプ型

浄水場

ダムや堰

堰

浄水場

ダムや堰

堰

河川の
水量減少

河川の
水量減少

ポンプで
導水

自然流下で
導水

（電力不要）

自然流下型

△省エネ
○河川環境

○省エネ
△河川環境
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出典:環境省の動向紹介～瀬戸内海における今後の環境保全方策
～

【瀬戸内海の環境保全に係る課
題】

栄養塩類の能動的運転管理
の実施箇所図

【栄養塩類の能動的運転管理導入状況の推移】

兵庫県栄養塩類管理計画

○対象海域:漁業利用があり、全窒素濃度が県条例に 基づく下限値を下回るおそれのある水域
○対象物質:全窒素及び全りん

出典:兵庫県栄養塩類管理計画
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TN：全窒素 N2０：一酸化二窒素
NO３

－：硝酸塩 NＯｘ：窒素酸化物
N2：窒素分子 ＮＨ３：アンモニア

下水からアンモニア回収時の課題

 既往アンモニア製品に比べて、処理場から回収したアンモニアガス中には、硫黄な
どの不純物が多い。

 原水濃度が変動するため、アンモニアガスのアンモニア濃度が安定しない。
 全国の下水処理場（消化ろ液）でアンモニアを全量回収した場合、海外からの輸入

量（約20 万t/年、2015年）の約6%相当であるが、既存技術では、性状管理等の手
間、製品化や運搬コストを勘案すると回収が困難。

肥料として
最大限活用

栄養塩類として
有効活用

• 肥料として
最大限利用

• りん回収等を
検討

りん輸入量
55.5万t/年

肥料 食料
人間（生活排水）

下水へ流入
5.5万t/年

公共用水域
1.3万t/年

汚泥
4.2万t/年

再生水の農業利用

【りん】発生汚泥等の処理を行うに当たっては、肥料としての利用を最優先し、最大限の利用を行う。焼却処理や燃料化を行う場合も、焼却灰
や炭化汚泥の肥料利用、汚泥処理過程でのりん回収等を検討する。栄養塩類の能動的運転管理を普及することにより海域における栄
養塩類として活用することを推進する。

【窒素】下水汚泥に回収された窒素の肥料利用等を推進するとともに、栄養塩類の能動的運転管理を普及することにより海域における栄養塩
類として活用することを推進する。

【内容】
現行制度において年間を通じた一定値（上限）である計画放流水質（窒素・りん）について、

条件を満たす下水処理場においては、

①季節別の計画放流水質の設定を可能とし、
②省令第四条の二第一項第一号に定める上限値（窒素：20mg/L、りん：3mg/L）を超えた計画放

流水質の設定も可能とする。

【適用する下水処理場の条件】
『季節別の処理水質を流総計画に設定した下水処理場』 かつ 『海域に放流する下水処理場』

「河川に放流する下水処理場」については、栄養塩類増加にともなう生態系や水道水源への影響
把握が十分では無いので、季節別の計画放流水質の設定等の対象とはしない。

制度改正の概要（季節別の計画放流水質の創設）
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試運転・試行

汚濁解析

流総計画に季節別処理水質の設定

季節別の計画放流水質等
（窒素、りん）の設定

海域に放流する
下水処理場

◆流総計画への位置づけ
栄養塩類の能動的運転管理を実施する

下水処理場として位置づける。

◆公共用水域への影響を確認
季節別の処理水質を入力値として、最

低１年間の期間内で日単位等の流動及
び水質の変動を計算（汚濁解析）を行い、
COD、窒素、りんの環境基準超過が無い
ことを確認。

河川に放流する下水処理場については、
栄養塩類増加にともなう生態系や水道
水源への影響把握が十分では無いので、
季節別の計画放流水質の設定等の対象
とはしない

環境基準点（COD、T-N、T-P）

環境基準点（BOD）

T

T

T

T

T

T
栄養塩類の能動的運転管理を実施する
下水処理場

栄養塩類の能動的運転管理を実施し、
季節別の計画放流水質を設定可能な
下水処理場

栄養塩類の能動的運
転管理の効果が薄い

環境基準の達成の
ために高度処理が

必要

【季節別の計画放流水質の設定可能な下水処理場の流域イメージ図】

大阪湾MOBAリンク構想の推進
大阪湾におけるブルーカーボン生態系（藻場・干潟）のミッシングリンクとなっている 湾奥部（貝塚市～神戸市東部）における創
出や、湾南部や西部における保全・再生を 大阪・関西万博を契機として、民間企業や地域団体等と連携して加速化することに
より、 大阪湾沿岸をブルーカーボン生態系の回廊（コリドー）でつなぐ構想。

下水処理場における運転管理等による脱炭素効果の算定手法について、調査検討や研究等の情報収集に努める。
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５．まとめ

 これまでの下水道等の整備により、公衆衛生・公共用水域の水
質保全などに大きく貢献してきた。

 しかしながら、湖沼等の水質改善や合流式下水道の改善など、
引き続き、対策強化が必要な課題が存在。

 東京湾においても、下水道等の整備により、着実に汚濁負荷量
の削減が達成されつつあるが、依然として、赤潮・青潮が発生。

 さらに、気候変動への対応や豊かな海の再生などの様々な
ニーズの変化への対応が求められている。

 今後は、流域全体であらゆる関係者と協働して取り組む、「総合
流域水管理」の取組を展開予定。
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